
クマの捕獲頭数制限について（お願い） 
 

＜次のことにご協力ください＞ 

ツキノワグマは狩猟獣ではありますが、山梨県で行った令和２年度ツキノワ

グマ生息等モニタリング調査で減少傾向にあったため、イノシシ・ツキノワグマ

保護管理会議の意見等を踏まえて、有害捕獲及び狩猟によるクマの捕獲頭数の

上限を原則年４０頭と変更しました。 

 クマ猟に出猟の際は、事前に自然共生推進課または各林務環境事務所に、クマ

の捕獲可能頭数の確認と、捕獲した場合はすみやかな報告をよろしくお願いし

ます。 

 

 

 

出猟する前に、自然共生推進課または各林務環境事務所に

クマ猟が可能かどうか確認してください。 

安全な狩猟をお願いします クマ猟はしないでください 

できるだけ早く報告をお願いします 

捕獲あり 捕獲なし 

可能 不可能 

◎確認・報告先電話番号（年末年始、土日を除く） 
山梨県環境・エネルギー部自然共生推進課 

０５５－２２３－１５２０ 

各林務環境事務所環境・エネルギー課 

 中   北     ０５５１－２３－３０９０ 

 峡   東     ０５５３－２０－２７３９ 

 峡   南     ０５５－２４０－４１４１ 

 富士・東部     ０５５４－４５－７８１１                                                                                                                                                           

○クマを目撃した

ときは、市町村に目

撃場所、状況などを

ご報告ください。 
 

クマの捕獲場所、性別、

身長、体重、年齢などの

情報をご報告ください。 


